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新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けた対応について 

～市有施設の臨時休館について～  

  

 

 新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するため、新たに臨時休館を決定し

た施設をお知らせします。 

 

記 

1 臨時休館する施設 

  別紙のとおり 

 

2 臨時休館する期間 

  原則令和 2 年 3 月 20 日（金）まで  

  （休館期間は各施設により異なります。） 

 

 ※各施設の休館の詳細については、別紙「問い合わせ先」の担当部局までお願い

します。 

 

 

問い合わせ先 

担当課 危機管理室 危機管理課 

直 通 072-228-7605 

内 線 4310 

F A X 072-222-7339 
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